


















































第３章　いじめの防止等のために学校が実施すべき取組 

 

１　学校いじめ防止基本方針の策定（加筆なし） 

２　いじめの防止等に取り組む組織づくり（加筆なし） 

３　市内各小・中学校におけるいじめの防止等に関する具体的な取組 

（３）いじめへの対処 

児童生徒のいじめに係る通報を受けた場合、迅速かつ組織的に事実確認を行い、そのい

じめをやめさせるとともに、次のアからオまでの対応等により再発防止に努める。 

ア いじめを受けた児童生徒に対する支援並びにその保護者に対する情報提供及び支援

を行う。 

イ いじめを行った児童生徒に対する指導及び支援並びにその保護者に対する助言を行

う。 

ウ いじめを受けた児童生徒が安心して教育を受けられるように、必要な措置を講じる。 

エ いじめが犯罪行為として取り扱われる可能性がある時には、関係する警察署との連

携を図る。 

オ インターネットを通じて行われる不適切な書き込み等について、被害の拡大を防ぐ

ため、直ちに削除等の依頼を行い、必要に応じて市、その他の関係機関等の協力や援助

を求める。 

（新規） 

カ 「いじめ」や「いじめの芽」について記録し、共有・保管する。 

その際、「いつ・だれが・どこで・何を・なぜ・どのように」等の観点に留意して、

事実を明確に記載する。また、校務支援システム等を活用し、次年度に確実に引き継ぐ。 
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